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３月１３日（日）約２０名の方の参加で、古舘伊知郎が降板する最後

に「報道ステーション」で取り上げワイマール憲法から学ぶ「自民党憲

法草案緊急事態条項の危うさ」のビデオ視聴会が開催されました。 

ビデオは古舘伊知郎がドイツのワイマールを訪れ、ワイマール憲法

やナチに関する施設を紹介しながら、どのような過程でヒットラーが

生まれたかを解き明かしていきます。当時の実写フイルムも交えたこ

の番組は私たちに多くの衝撃と教訓を与えてくれました。このビデオ

は、パソコンでご覧になれます。ご覧になりたい方はご連絡ください。 

 

 

  

民主的憲法の一つの条項が独裁を生んだ！ 
古舘伊知郎「報道ステーション」ビデオ視聴会を開催 

 

   ビデオ視聴会に参加して    

●２０１６年の，古舘伊知郎氏の「ニュースステーション」で、たった今、ウクライナで、ロシアで起こ

っていることは、「いま、立ち止まって考えなければならない」、日本でも起こりうることなんだと教えられ

ました。 

画面上のヒトラーは、そっくり今のロシアのプーチンです。言論、表現の自由が奪われたとき、国民は権

力者が流す“プロパガンダ”によってどのようにも動かされてしまう。ヒトラーの演説が熱狂的な９００万

人に近いナチス党員を生みました。 

いまロシアでは「戦争反対」のデモをすれば拘束され、ジャーナリズムによる反権力的な報道は潰される

ようになっているそうです。ロシアの市民は、ウクライナで起こっていることを知らされないでいます。 

ドイツの戦後、ワイマール市民に、ワイマール近郊のブッヘンバルト強制収容所（２３万余が囚人として

送られ、55000 余の人がここで亡くなった）を見学させたときに市民は目を覆い「私たちは知らなかった」

と叫んだ、と画面に流れました・・・初めて知りました。衝撃的な映像です。そして“知らなかった”、で

済まされない歴史の重みを改めて教えられました。 

ロシアによるウクライナ侵攻のテレビの報道を見るたびに、「日本ではこんなこと起こらない、ちゃん

と、言論・表現の自由、報道の自由は保障されているのだもの」「もし日本が他国から進攻されたら、武力

ではない、ペンの力、言葉の力で食い止められる」と思っています。 

でも、憲法に「緊急事態条項」が組み込まれたら・・・古舘氏が、「将来ですね、ヒトラーのような人が

出てくる可能性がないというふうに否定するわけにはいかない」と語ることが良く分かってきます。 

                                       （鈴木解子 記） 

●私がこの録画を観たのは、古舘伊知郎氏が「報道ステーション」降板前の２０１６年、「戦争法廃止」

「立憲主義守れ！」の運動が、若者らが中心となって全国的規模で沸き起こっていた時でした。古舘氏は何

度もナチ、ヒットラーのようなことが日本で起きるとは到底考えられないといいつつも、自民党憲法草案緊

急事態条項について、かつて日本は言論を封じ戦争への道に突き進んだ歴史から、警鐘を発しているのでは

ないかと感じました。 

安倍前首相はじめ改憲論者たちは、ウクライナ危機に乗じて、９条改憲や核を共有すべきと世論をつくろ

うとしているが、武力では平和は守れないとことは歴史が証明しています。世界平和の先駆者になろうとい

う決意が込められて憲法９条の精神を、平和を求める人々と連帯し、「戦争やめよ！」国連憲章・国際人道

法を守れと声を上げる時だと強く思いました。                     （大森 記） 
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私たち人類は現代までの歴史を通して一つ

確かに身につけたことがある。人間一人ひと

りが個人として認められるべきだというこ

と。生命の尊さとともに生きることへの各々

の価値はすべからく平等だということ。この

根底には“人間の尊厳”が認められるべき

だ。 

 武力を行使して為政者が人命を奪うこと

は、“人間の尊厳”に対する反逆であり、重

大な罪だ。何と言おうと、理屈をつけよう

と、自衛と言い張ろうとも大罪であることに

変わりない。しかるに、だからプーチンは大

罪悪人。断罪を現代史に刻むべきだろう。 

        （元井 茂記） 

                                   

 

ロシアのウクライナ侵攻！ 
   この蛮行から考えたことは！ 

毎日ウクライナ侵略のニュースを見るとあまりの理不尽に腹が立ちます。安倍さん、ウラジミール・シン

ゾーと呼び合い 27 回も会談し、日露経済開発援助を約束させられ、３０００億円もだまし取られているの

に今やロシア侵略を利用し、軍備増強や核保有を声高に言っています。それにも腹がたち、「梅安・ゴルゴ

１３を呼べ」と念じているのですが、、、 

ある日のテレビの映像で 80 代の婦人がロシア兵に近づいてあなたのポケットにこのひまわりの種を入れておきなさ

い。あなたが死んだ後にそこにひまわりの花が咲くでしょうと(ひまわりはウクライナの国花なのですね) 

 ソフィア、ローレンの主演で作られたひまわりの映画の中でのひまわり畑の下には兵士の骨が埋まっていると伝える

シーンがありますよね。この映画はウクライナで撮影されたそうです。この夫人の毅然とした言葉にロシア兵は沈黙し

たままでした。 

 又、ある人は、私たちは何か悪い事したでしょうか?私たちはただ普通に暮らしていただけなのです。その言葉にも

心が痛くなりました。戦争は、本当に、普通に暮らすあたり前を壊すのです。       （荻野美津子記）             

 

 

ロシアのウクライナへの侵略に怒りをもって強く抗議し

ます。ウクライナ国内の原発や病院などへの無差別攻撃

で、多数の子どもたちを含む民間人が犠牲になっている映

像を視て、心が震えます。軍事攻撃は、国連憲章、国際法

にも違反しウクライナの主権と領土を侵し、市民の命を脅

かす侵略行為そのものです。戦争は絶対だめです。ロシア

はウクライナから即刻撤退することを強く求めます。 

今、安倍前首相や維新の会など、ウクライナ危機に乗じ

て、アメリカと核を共有すべきだ。「敵基地攻撃能力」を保

持すべきだと、９条改憲を声高に言い出しています。憲法

９条は、日本が再び侵略国家にならない決意を示したもの

であり、自ら戦争を放棄して戦力を持つことを禁じ、世界

平和の先駆けとなろうという決意が込められています。 

今こそ、憲法９条をもつ日本が、平和を求める人々と連

帯し、戦争やめよ！の声をあげる時ではないでしょうか。 

                （大森八重子記） 
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ウ ク ラ イ ナ 侵 攻 に 抗 議 
す る ス タ ン デ ィ ン グ 
 

９の日と１９の日に実施しているスタンディ

ングで、ロシアのウクライナ侵攻に抗議するス

タンディングを実施しました。今後も実施しま

す。ご一緒に抗議しましょう！ 


